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資料１

平成１１年１０月１９日

基本方針についての論点整理メモ

一 基本方針の位置づけについて

《前回までに出された意見等》

・ＰＦＩの基本理念、位置づけについて記載すべきではないか。

《参考》

「ＰＦＩ推進研究会」報告（平成１１年８月、経済企画庁）要旨（抜粋）

1.1 ＰＦＩの目的

①効率的かつ効果的な公共サービスの提供

②官民の適切な役割分担への契機

③民間事業機会の創出

1.2 基本コンセプト

①ＰＦＩの基本理念

・事業対象：公共性が高く、本来公的部門が整備、運用等を行うべき分野であれば施設の

種類等について限定的に考えるべきではない。

・設計、建設、維持管理、運営の組合せ：様々な組合せが想定される。

②ＰＦＩ適用の必要条件

将来にわたる財政資金の効率的利用、官民の役割・責任・リスク分担と契約によるこれら

の明確化、公共性の確保、収益性の確保の４条件を満たすことが必要。

③民活事業や第三セクター事業の実施状況を踏まえたＰＦＩの実施

④ＰＦＩ事業を実施するメリット・デメリット

事業コストの縮減、公共サービス水準の向上等のメリット及び入札費用の増加、長期債

務負担行為による後年度負担の累増による財政硬直化のデメリット

「民間主導型インフラ研究会」中間報告（平成１０年６月、通商産業省）要旨（抜粋）

２．「日本版ＰＦＩ」の意義と効果

(1)意義

①民間資金等の活用による効率的・効果的な社会資本の整備・運営等
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②財政支出の削減－財政構造改革の推進

③新規産業の創出－経済構造改革の推進

(2)効果

①新たな金融手法の導入による民間事業者の意識改革

②広域的な社会資本整備等の実現

③豊富な個人金融資産及び年金資金等の有効活用

３．「日本版ＰＦＩ」の基本原則

(1)「Value for Money」の徹底

(2)官民間での適切な責任及びリスクの分担

①事業に関する責任及び主たるリスクの民間部門への移転

②責任及びリスクの所在の明確化と最適な分担

③責任及びリスクの契約による規定

(3)透明性の確保

「民間投資を誘導する新しい社会資本整備検討委員会」中間報告（平成10年５月、建設省）要旨（抜粋）

Ⅰ.１ 新しい社会資本整備方策推進の視点

(1)財政支出の有効活用による社会資本整備の充実

(2)官民の役割分担の見直し

(3)民間事業機会の創出

Ⅰ.２ 新しい整備方策の枠組み

(1)基本的考え方

①民間の参加とこれによる市場原理等の導入により社会資本の効率的整備と公共の財政

支出の有効活用を図る事業手法。

②従来公的主体により行われてきた社会資本整備事業を対象。

③公共の適切な関与のもとで、民間の発意・創意工夫を生かしつつ、民間の主体的な経営

判断により行われる。

④官民の役割、責任、リスクの分担、公的支援の程度などは、協定によって定める。
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二 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本

的な事項

・特定事業の対象として取り上げるべきものについての基本的考え方如何。

《前回までに出された意見等》

・本来公共が行うべき事業（整備計画等との整合）で、ＶＦＭが期待できるものが

基本。

・あまり公共部分が小さいものもいかがかと思うが、本来公共がやっている事業に

あまり限定するとＶＦＭが出てこない。

・民間に委ねたままでは将来的な公共の負担の著しい増高が見込まれる分野に

ついても含めてはどうか。

・民間の発意であっても、公共の政策ニーズに合うことと、全体の整備計画との整

合性の観点が必要。

・住民のニーズがあって、議会が承認したものであれば良いのではないか。

・地域、時代によって公共が関与すべきサービス内容は異なる。そもそもの官民分

担のあり方まで議論を広げず、現に公共が行っていて、ＰＦＩでできる事業として

はどうか。

・住民のニーズは層によっても異なる。例えば途上国の場合、全般的に見れば順

位の低いものでも一部住民にとってはニーズがあり、独立採算で収支相償するよ

うなものもあるのではないか。

・独立採算とＶＦＭは別の次元の話ではないか。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①特定事業は、公共施設等の整備の中長期的方針と整合性があるものであるこ

とが必要ではないか。

②特定事業は、ＰＦＩ手法により、効率的かつ効果的に実施できる見込みがある

ものであることが必要ではないか。

③特定事業の選定に先立つ実施方針の策定等の手続着手に当たっては、基本

的には一般的なニーズの高い早期に整備すべき事業から行うことが原則では

ないか。
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・民間事業者の発案があった場合の対応の在り方如何。

《前回までに出された意見等》

・仕組み、取り上げ方、透明性・公平性の確保が課題。

・発案についての定期的な公表が必要ではないか。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①民間事業者の発案を受け付けた公共は、事業案が実施方針の策定に至らな

かった場合には、その結果及びその理由を発案者に通知することが必要では

ないか。

・実施方針の策定、公表に当たっての基本的考え方如何。

《前回までに出された意見等》

・住民参加のためにも公開性が重要。

・実施方針では、事業選定などの評価の基準を明確にすべきではないか。

・多様な形の実施方針や実施方針の順次詳細化を許容できるようにしてはどうか。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①実施方針は、公共性の確保、民間事業者の創意工夫の尊重などに配慮して

策定するとともに、なるべく早期に、具体的なもので公表するなどの配慮が必

要ではないか。

②実施方針の策定、公表は、順次詳細化してもよいのではないか。
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・特定事業の選定についての基本的考え方如何。

《前回までに出された意見等》

・ＶＦＭがあることが基本。

・より高く、より良質のサービスであってもＶＦＭがあればよしとするのか。

・リスクの定量化、税の取り扱いなどが課題となるのではないか。

・ＶＦＭの測定方法はＰＳＣとの比較に限らず複数あってよいのではないか。

・事業者の選定段階で、性能発注に対し民間が提案し公共がＶＦＭを確認するこ

とが基本となることを踏まえるべき。

・住民参加のためにも公開性が重要。

・評価の透明性を上げていくことが重要。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①事業期間を通じた公的財政負担の縮減が期待できること又は公的財政負担が

同一の水準にある場合においても公共サービスの水準の向上が期待できるこ

とを、まず考えるべきではないか。

②公的財政負担の見込額の算定に当たっては、財政上等の支援や税等を考慮

に入れることが必要ではないか。他方、公共施設等の管理者等にとって現実

の収支に係るもの以外を含めて算定すべきこととするのは非現実的要求とな

り、あるいは財政負担の観点から問題があるのではないか。

③選定時の評価はできる限り定量的なものが望ましいが、定量化が困難なもの

がある場合には定性的な評価も取り入れてよいのではないか。また、事業者の

選定時においても民間事業者から施工上等の具体的な提案があることに留意

すべきではないか。

④選定又は不選定の結果は、速やかに公表すべきではないか。その際、その後

の民間事業者の選定等に競争条件等の上での悪影響を及ぼさないような配

慮が必要ではないか。
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三 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項

《前回までに出された意見等》

・民間事業者の発意による場合も含め、競争的な選定を原則とすべきではない

か。

・競争的な選定に加え、随意契約も許容できるようにしておくべきではないか。

・事業者の選定方法は、実施方針で明確にすべきで、基本方針ではあまり制約

しない方がよいのではないか。

・ＰＦＩの仕組みと入札等の現行制度がうまくかみあうかという心配。基本方針策

定後も息の長いフォローアップが必要。

・性能発注が重要。

・価格はきわめて重要だが、唯一の評価基準とはならないのではないか。

・選定されなかった民間事業者が発案時の段階で共通的に利用可能な情 報 等

を得るため支出した費用の分担につき配慮しておくことが重要。

・発案にかかった費用については、民 間 事 業 者 は リスクを負 ってや ったのだか

ら、事業を実施する者が必要だと思えば買うという整理でよいのではないか。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①会計法では、民間事業者の選定は、一般競争入札が原則であり、指名競争入

札又は随意契約が適当である場合にはこれらの方法によることとなっている。

随意契約が適当な場合や会計法の適用を受けない場合であっても客観的な

評価への配慮が必要ではないか。

②民間事業者の創意工夫等が十分発揮されるよう、提供されるべき公共サービ

スの水準を示 し、具 体 的 な仕様については必要最小限にとどめることが必要

ではないか。

③価格のみによる選定に限らず、価格及びその他の条件により選定を行うことも

許容すべきではないか。

④選定後に、その結果を公表する必要があるが、民間事業者の利益を害さない

ような配慮、特定事業としての選定を取り消す場合への配慮が必要ではない

か。
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四 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本

的事項

《前回までに出された意見等》

・リスクはそれを最も適切に管理できる者が負担するのが原則。

・事業の独立会計及び選定事業者の他の事業からの独立が重要。

・プロジェクトファイナンスを用いないような案件からＰＦＩ事業が始まるのではとい

う印象。

・維持管理、運営段階での会計的監視及びサービス水準の監視が重要。

・監視には民間の第三者的機関等を将来的に活用していくという視点もあってよ

いのではないか。

・種々の事態を想定した契約の締結が重要。また契約に基づかない権利義務関

係の発生を認めないことが重要。

・ＰＦＩ事業で形成された資産の位置づけの明確化が必要。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①実施方針で、選定事業実施に伴う公共の関与、想定されるリスク及びその基

本的な分担をできる限り明らかにすることが必要ではないか。

② 適 正 な公共サービスの提供を担保するための公共の必要な関与を予め決め

ておくことが重要ではないか。

③ 建 設 、管 理 、運営等の複数の段階の公共サービスを提 供 す る場合において

は、これらの各段階に応じた支出負担額を明確に決めておくことが重要ではな

いか。

④契約までに想定されるリスクを明確化した上で、官民の負担するリスクを明確

に決めておくことが重要ではないか。

⑤契約の解除事由や事業継続が困難となったときの官民の対応について明 確

に決めておくことが重要ではないか。

⑥契約の解釈で疑義が生じた場合の措置を事前にできる限り明確に決めておく

ことが重要ではないか。

⑦事業の終了時期を明確にし、事業終了時における土地、施設の取扱いについ

て決めておくことが必要ではないか。
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五 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的事項

《前回までに出された意見等》

・支援は積極的に行われることが望ましい。

・民間事業者の法律的、経済的な位置づけの明確化が必要。

・必要許認可の範囲、適用される支援措置等を明らかにできる範囲で明確化す

ることが望ましい。

《上記を踏まえた基本的な考え方について》

①実施方針の中で、必要な許認可等や選定事業者が行い得る維持管理又は運

営の範囲、適用可能な選定事業者への補助金等について、具体的な内容を

明らかにすることが必要ではないか。

②支援の基本的考え方についてどのように記載するか。

六 その他特定事業の実施に必要な事項
























